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序     文 
 

ラオス国の電力セクターは、電力の安定供給、電化率の向上、売電による外貨獲得等の至上

命題に対して、これらを担う人材、知識、経験等が不足している状況にあります。また、同国

の発電設備、送変電・配電設備は外国資本により建設されるものが多く、これらの設備がそれ

ぞれの国の基準で建設されていることから効率的な運用・維持管理ができないなど様々な問題

が生じています。 

こうした状況を改善するにはラオス国の実情に即した電力技術基準の整備や、その運用を行

うことのできる行政官の育成が必要であるとの認識のもと、ラオス国政府は我が国に対し、「電

力技術基準整備プロジェクト」の実施を要請してきました。同プロジェクトは 2000 年５月か

ら 2003 年４月にかけて実施され、その結果電力技術基準を整備できる人材の育成とともに、

電力技術基準（Lao Electric Power Technical Standard：LETS）の整備がなされ、LETS は上記プ

ロジェクト終了後の 2004 年２月に省令として発効、公布されました。しかしながら、LETS を

効率的かつ円滑に運用するための電力関係者の行政能力及び実務能力はなおも不十分であっ

たため、引き続きラオス国政府からの要請を受け、JICA は上記プロジェクトのフェーズ２とし

て「電力技術基準促進支援プロジェクト」を開始しました。本プロジェクトでは、電力技術６

分野（水力土木、水力発電、変電、送電、配電、屋内配線）に関する技術指導に知見をもつ行

政官及び現場技術者を持続的に養成可能とすることをめざしています。 

本プロジェクトは、2008 年１月末をもって終了する予定であったことから、その約半年前の

2007 年６月に終了時評価調査を実施しました。本調査においては、まずこれまでのプロジェク

トの実績及び実施プロセスを確認し、評価５項目の観点から終了時評価を実施しました。さら

に、プロジェクト終了までと終了後についての提言に加え、今後の他プロジェクトに役立つ教

訓を引き出す作業がなされ、これらについて協議を行い、結果をミニッツに取りまとめ署名・

交換を行いました。本報告書が関係者のみならず、広く一般の方にご覧いただき、ご活用いた

だければ幸いです。 

 最後に本調査団の派遣に関し、ご協力いただいた両国の関係各位に対し深甚の謝意を表する

とともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。 

 

 平成 19 年９月 

 

独立行政法人国際協力機構 

ラオス事務所長 高島 宏明 

 



略語・用語表 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

ARR Assistant Resident Representative  

C/P Counterpart(s) ラオス側カウンターパート 

CD 
 
 
 

Capacity Development 
個人、組織、制度や社会が、個別にあるいは集合的にその役割を果たすことを通

じて、問題を解決し、また目標を設定してそれを達成していく能力（問題対処能

力）の発展プロセス 

CE Civil Engineering 土木工学 

DAC Development Assistance Committee  開発援助委員会 

DIC Department of International Cooperation 国際協力局 

DL Distribution Line  配電線 
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JEM Joint Evaluation Meeting  合同評価会議 
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Joint Evaluation Report 
本件運営指導調査における日本側、ラオス国側による合同評価報告書（英文） 

JFY Japanese Fiscal Year  会計年度（日本） 

JICA Japan International Cooperation Agency  独立行政法人国際協力機構 

L/T expert Long-term expert  長期専門家 
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LETS Lao Electric Power Technical Standard  ラオス電力技術基準 
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MEM Ministry of Energy and Mines  エネルギー・鉱業省 
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OJT On the Job Training  オン・ザ・ジョブ・トレーニング 



PCM Project Cycle Management  プロジェクト・サイクル・マネジメント

PDM Project Design Matrix  プロジェクト・デザイン・マトリックス

PM Project Manager  プロジェクトマネジャー 

PMU Project Management Unit  プロジェクト実施部門 

PO Plan of Operation  実施計画 

R/D Record of Discussions  討議議事録 

S/T expert Short-term expert  短期専門家 

SS Substation  変電所 

STEA Science, Technology and Environment Agency 科学技術環境庁 

STEP II 
 

Lao Electric Power Technical Standard
Promotion Project  

ラオス電力技術基準促進支援プロジェ

クト 

TIJ Training in Japan  日本でのカウンターパートトレーニング
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TOR Terms of Reference  業務仕様書 

US User’s Site  屋内配電設備 

VTE Vientiane  ビエンチャン 
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第１章 終了時評価調査概要 
 

１－１ 調査団派遣の目的 

2007 年６月現在、「ラオス国電力技術基準促進支援プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」

と記す）は３年の協力期間の終了段階にあることから、これまでの本プロジェクト活動の実績

を整理・確認するとともに、ラオス国関係機関と合同で、評価５項目（効率性、有効性、イン

パクト、妥当性、自立発展性）の観点からプロジェクトの評価を行い、プロジェクト目標の達

成に向けた今後の対応方針をラオス国側と確認することを目的として終了時評価調査を実施

する。その際、評価結果を協議議事録及び評価報告書として取りまとめ、カウンターパート

（Counterpart：C/P）と共通理解を得ることとする。 

なお、国際協力機構企画・評価部 評価監理室編「改訂版 JICA 事業評価ガイドライン」（2004 

年３月）（「事業評価ガイドライン」）によると、評価の目的は以下のように定義されている

（p.19）。 

 

（１）事業運営管理の手段として活用する。 

・援助戦略、JICA 国別事業実施計画の策定の際の検討材料 

・評価対象プロジェクトの実施決定、軌道修正、協力継続の判断を行ううえでの検討材料 

 

（２）より効果的な事業実施のために、援助関係者・組織の学習効果を高める。 

・類似プロジェクトの立案・実施の際の参考材料 

・評価対象プロジェクトと関係組織のキャパシティ・ビルディングの手段 

 

（３）JICA における説明責任の確保のために広く情報を公開する。 

・事業実施責任を果たしていることを説明する手段 

 

１－２ 調査団構成と調査日程 

（１）調査団構成 

担当分野 氏 名 所 属 

団長 鈴木 薫 JICA 経済開発部第二グループ電力・エネルギーチーム長 

電力技術評価 鳴海 英樹 海外電力調査会 

評価計画 関根 創太 JICA ラオス事務所 所員 

評価分析 小野澤雅人 （株）ピオニエ・リサーチ 
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（２）調査日程 

2007 年６月５日（火）～６月 15 日（金）まで。 

日順 月日 曜日 調査内容 

１ ６月５日 火 

JICA ラオス事務所訪問（打合せ）／長期専門家打合せ 

電力局（DOE）、ラオス電力公社（EDL）、エネルギー・鉱業省

（MEM）への評価方法の説明 

２ ６月６日 水 

DOE 局長、ラオス国側プロジェクトマネジャー、EDL トレーニ

ングセンター所長、同トレーニングセンターの C/P へのインタ

ビュー 

３ ６月７日 木 
EDL トレーニングセンター及び DOE の C/P へのインタビュー 

プロジェクト長期専門家へのインタビュー 

４ ６月８日 金 C/P へのインタビュー、官団員ビエンチャン着 

５ ６月９日 土 
電力関連施設視察（ナムグムダム、太陽光発電パイロットプロ

ジェクトサイト、ナムルックダム） 

６ ６月 10日 日 休日 

７ ６月 11日 月 
各関係機関への表敬（JICA ラオス事務所、在ラオス日本大使館、

MEM、EDL、EDL トレーニングセンター）、団内打合せ 

８ ６月 12日 火 

各関係機関への表敬（Lao Holding State Enterprise、MEM エネ

ルギー開発推進局） 

評価ドラフトの説明及び意見交換、プロジェクト専門家との打

合せ 

９ ６月 13日 水 

JBIC 送電線建設プロジェクトへのインタビュー及び追加情報収

集 

評価ドラフトに関する協議 

10 ６月 14日 木 評価ドラフト及び評価調査 M/M に係る協議、MEM 副大臣表敬

11 ６月 15日 金 
プロジェクト JCC 会合及び M/M 署名 

評価調査結果報告(在ラオス日本大使館、JICA ラオス事務所) 
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１－３ 対象プロジェクトの概要 

ラオス国の電力セクターは、電力の安定供給、電化率の向上、売電による外貨獲得の至上命

題に対して、これらを担う人材、知識、経験等が不足している状況にある。また、同国の発電

設備、送変電・配電設備は外国資本により建設されるものが多く、これらの設備がそれぞれの

国の基準で建設されていることから効率的な運用・維持管理ができないなど様々な問題が生じ

ている。 

こうした状況を改善するにはラオス国の実情に即した電力技術基準の整備や、その運用を行

うことのできる行政官の育成が必要であるという認識のもと、ラオス国政府は我が国に対し、

「電力技術基準整備プロジェクト」（以下、「前プロジェクト」と記す）の実施を要請してきた。

前プロジェクトは 2000 年５月から 2003 年４月にかけて実施され、その結果電力技術基準を整

備できる人材の育成とともに、電力技術基準（Lao Electric Power Technical Standard：LETS）
の整備がなされ、LETS は上記プロジェクト終了後の 2004 年２月に省令として発効、公布され

た。 

しかしながら、LETS を効率的かつ円滑に運用するための電力関係者の行政能力及び実務能

力はなおも不十分であったため、引き続きラオス国政府からの要請を受け、JICA は 2005 年１

月 18 日～2008 年１月 17 日の３年間の予定で上記プロジェクトのフェーズ２として「電力技術

基準促進支援プロジェクト」を開始し、現在実施中である。なお、実施機関はエネルギー・鉱

業省（Ministry of Energy and Mines：MEM）の電力局（Department of Electricity：DOE）及び

ラオス電力公社（Electricité du Laos：EDL）である。 

本プロジェクトでは、電力技術６分野（水力土木、水力発電、変電、送電、配電、屋内配線）

に関する技術指導に知見をもつ行政官及び現場技術者を持続的に養成可能とすることを目標

に掲げ、電力事業監督機関（DOE）及び電力事業実施機関（EDL）にそれぞれ派遣されている

長期専門家２名（電力技術、電力技術基準運用）と業務調整員に加え、上記６分野の短期専門

家が活動している。 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 主要な調査項目と情報・データ収集方法 

本調査は「JICA 事業評価ガイドライン」に従い、以下のような三段階の方法で評価を実施し

た。 

 

（１）プロジェクトの現状把握と検証 

実績の確認、実施プロセス及び因果関係を検証する。現状把握は、評価グリッドの作成

～評価グリッドに示された設問に基づき、質問表の作成～関係者へのインタビューの実施

～インタビュー結果の評価グリッドへの記入という流れで実施した。 

なお、本調査で用いた評価設問は評価グリッドに示す。評価に用いる指標は、プロジェ

クト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に示したものを用いた。 

 

（２）評価５項目による価値判断 

開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）の評価５項目（妥当性、有

効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から評価を行う。 

 

（３）提言の策定、教訓の抽出とフィードバック 

有用性のある提言を行い、また他の類似案件に適用可能な教訓の抽出を行い、必要に応

じて関係者へフィードバックする。 

 

合同評価報告書（Joint Evaluation Report：JER）は英語版をオリジナルとして作成し、ラオ

ス国側及び日本側の双方で構成される合同評価チームにおいて内容について協議を行い合意

に達したあと、合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）を開催し、両国政府を

代表して署名交換を行った〔本報告書の付属資料１に、合意署名した協議議事録（Minutes of 
Meeting：M/M）と併せて JER を添付した〕。 

本評価調査の結論としては、実績の確認、実施プロセスの検証、５項目による評価を行った

うえ、その結果を取りまとめたものとなっている。 

提言については、評価項目別の評価結果及び結論に鑑み、関係者や関係機関を特定したうえ

で今後の見通しや必要な措置について論じている。提言は評価結果に基づいたものであるとと

もに、具体的で実現可能な内容となるよう留意した。また、これまでの長短期専門家、C/P 等

プロジェクト実施者から寄せられた問題意識のうち、特に重要と思われるものについて併せて

記載している。 

 

２－２ 評価５項目について 

本調査において用いられる「評価５項目」とは、（１）妥当性、（２）有効性、（３）効率性、

（４）インパクト、（５）自立発展性の５項目で、各項目は次のように定義され、その PDM に

示された各要素との関係は、図２－１のように表される。 
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（１）妥当性 

評価時においてもプロジェクト目標、上位目標が有効であるかどうかを検証する。（ラ

オス国側の開発政策、受益者ニーズ・実施機関ニーズとの整合性、計画設定の妥当性、援

助国の支援政策との整合性など） 

 

（２）有効性 

プロジェクトの「成果」の達成度合い、及びそれが「プロジェクト目標」の達成度にど

の程度結びついたかを検証する。 

 

（３）効率性 

プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度を把握する。各投入の質、量、

タイミングの適切さを検証する。（派遣専門家、C/P 配置、機材の供与、研修員受入れ、ロ

ーカルコスト、現地活動費） 

 

（４）インパクト 

プロジェクトが実施されたことによる直接的、間接的な正・負の影響を検証する。当初

計画に予想されていない影響を含む。上位目標は「期待される正の効果」として、効果の

一つと捉える。 

 

（５）自立発展性 

自立発展に必要な、要素を見極めつつ、プロジェクト終了後の自立発展の見通しを精査

する。（実施機関の運営管理、財務、技術、社会経済的側面など） 

 

図２－１ DAC５項目を利用した評価 

 妥当性 

（Relevance） 

有効性 

(Effectiveness)
効率性

（Efficiency）
効果 

（Impact） 

自立発展性 

(Sustainability) 
上位目標 

(Overall Goal) 
  

プロジェクト目

標（Purpose） 

 

成果（Output） 

プロジェクトの

目標と上位目標

は、評価時にお

いても有効であ

るか 

｢プロジェクト

目標｣がどれだ

け達成されたか

プロジェクトを

実施した結果、

どのように正負

の影響が直接

的・間接的に現

れたか 

投入（Input） 
  

｢投入｣がどれだ

け効果的に｢成

果｣に転換され

たか 

 

協力終了後もプ

ロジェクト実施

による便益が持

続されるかどう

か。プロジェク

トはどの程度自

立しているか 

 

２－３ 評価調査の制約・限界について 

本調査は、プロジェクト終了の概ね６か月前に実施される終了時評価であることから、その

実施にあたっては、いくつかの制約及び限界があることに留意が必要である。 

 

（１）評価時期による制約 

評価時点でプロジェクトは実施中であることから、プロジェクトの成果を達成していな

い可能性がある。評価調査では、これまでの実施状況や外部条件の成就の度合いなどを勘
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案して、成果、プロジェクト目標の達成の可能性を論じることとなる。 

本プロジェクトでは、特に相手国協力機関である DOE の組織や、技術協力の結果作成

される諸規定の法制化など、相手国側が一義的に責任を負うべき項目が指標となっている

ことから、評価には留意が必要である。 

 

（２）C/P の能力向上度の評価にあたっての制約 

本プロジェクトは、もともと「LETS を運用する能力」の向上を図るもので、C/P それぞ

れの分野での技術的な能力の全般的な向上を図るものではない。行政官としての LETS の

運用能力向上（DOE の C/P 対象）あるいは、電力事業者としての LETS を用いた事業監理

能力向上（EDL の C/P 対象）に、技術移転の範囲が絞られている。そのため、技術者とし

て広範な能力を習得することを目的にしているわけではないことに留意すべきである。 

 



－7－ 

第３章 プロジェクトの実績 
 

３－１ プロジェクトの実績（投入、成果、目標達成度） 

本プロジェクトの実績（投入、成果、目標達成度）は、PDM に記載されている指標を基に、

評価を実施した。その結果は、JER の 3. Results of Evaluation「3-1 Achievements of the Project」
並びに、「3-2 Input Performance」で詳しく述べている（付属資料１の JER 参照）。プロジェク

トの投入は当初の計画通りに実施されており、それに基づく成果と、目標達成度はほぼ当初の

計画通りの実績をあげている。特に成果１から３は達成度が高く、ほぼ当初の目標通りに達成

されつつある。成果１はほぼ完全に達成され、2007 年５月に LETS のガイドラインと安全基準

が MEM によって正式に承認され政令として発布された。成果２について、C/P を対象とした

研修がほぼ完了し、C/P 23 名が LETS トレーナーとして認定試験に合格している。成果３のう

ち地方レベルの技術者・行政官への技術移転については現在、認定試験に合格した C/P が中心

となって長期専門家の支援を受けながら準備を進めている。この C/P による地方レベルの技術

移転については 2007 年７月以降、短期専門家による側面支援も計画されており、2008 年１月

のプロジェクト終了時までに達成の見通しである。また JBIC 送電線建設プロジェクトを含む、

各種電力施設整備プロジェクトへの LETS の適用についても順調に実施されている。 

成果４及び５は、活動が継続している。今後は、地方も含めた広報活動を実施して、LETS
及びその運用ガイドライン等の普及を進めていく。 

 

３－２ プロジェクトの実施プロセス（実施プロセスの把握結果） 

本プロジェクトの実施プロセスに対しては、JER の「3-3 Implementation Process of the Project」
において詳しく評価されている。 

本プロジェクトは、それぞれ JCC で承認を受けた実施計画（Plan of Operation：PO）と年間

活動計画に基づいて実施されている。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 評価５項目の評価結果 

 ４－１－１ 妥当性 

合同評価調査チームは、以下のような理由で本プロジェクトの妥当性は高いと評価した。 

 

 （１）電力法に対する妥当性 

本プロジェクトはラオス国の電力法に照らし合わせて妥当と位置づけられる。LETS
の整備は同法 23 条に規定されている。 

 

 （２）電力セクターの利害との一致 

本プロジェクトは、2001 年３月に発表された電力セクター政策大綱（Power Sector 
Policy Statement of Lao PDR）と整合している。 

また、現在多様な民間会社が推進している実施中または計画中の電力プロジェクトは、

各プロジェクトごとに様々な技術基準が適用されているため、ラオス電力セクターの健

全な発展の阻害要因となっている。LETS の普及はラオス国における電力事業の安全性

と質を高めるのに効果的な戦略であり、ラオス電力セクターにおける LETS の重要性は

高いといえる。 

本プロジェクトは、DOE と EDL の電力開発プロジェクト実施能力全般を高めること

に寄与する。また、これを通じて、ラオス国政府が高品質の電力を供給し、ひいては同

国の社会経済開発に貢献することができる。 

 

 （３）我が国のラオス国別援助計画との整合性 

日本政府は、2006 年９月にラオス国を対象とした国別援助計画を公表した。同計画で

は、電力セクター支援は重点分野の一つとされている。特に社会経済開発と持続可能な

開発のために、制度構築と人材育成の強化を行うことを重視している。 

 

 ４－１－２ 有効性 

以下の理由により、プロジェクトの有効性は高いと考えられる。 

 

 （１）プロジェクト目標の指標の達成 

本プロジェクトは官民の電力施設プロジェクトに対して、検査、審査並びにコメント

付けを行っている。これまでに 14 件の事業に対し検査と審査を行ってきた。C/P は、本

プロジェクトを通じてこれら業務に必要な技能と知識を習得してきた。 

全国の電力施設のデータベースについては、需要家設備分野のものを除き、完成し、

運用され始めている。しかしながら、事故データベースに関しては、評価時点ではまだ

運用が始まっていない。事故に関するデータ収集が行われていない理由は様々であるが

第一に、報告手続きがまだ周知徹底されていないことによる。第二に関係職員が報告と

いう手順そのものに不慣れであること。第三に、事故発生の際の連絡系統が明確になっ

ていないこと、などがあげられる。 
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 （２）EDL トレーニングセンターにおけるトレーニングの実施 

本プロジェクトでは、主に EDL のトレーニングセンターにおいて LETS の運用に係る

トレーニングが実施されてきた。同センターは LETS トレーニング実施のための自己予

算を融通・確保している。LETS トレーニングのためのカリキュラムは、センターが従

来実施している固有のトレーニングプログラムの内容にも取り入れられるようになっ

た。また、LETS の関連諸規定は、EDL と独立電力事業者（Independent Power Producer：
IPP）を対象としたトレーニングプログラムの中で指導されている。 

 

 （３）民間施設への LETS の適用 

LETS の諸規定は民間施設にも適用されることになっている。実際に、ワッタイ国際

空港では事業所の受電施設の運用と管理に責任を負う主任技術者が選任された。今後よ

り多くの民間事業者が LETS の諸規定を遵守していくことが期待されている。 

 

 ４－１－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は、以下の理由により高いと評価できる。 

 

 （１）日本側からの投入 

日本側からの投入は、その時期、質、量それぞれにおいて計画通り行われた。長期及

び短期専門家の派遣、機材の供与並びにラオス国側 C/P の本邦研修については、遅れや

大幅な日程変更はなかった。投入実績の詳細は、JER の「3-2」で詳述した。 

 

 （２）ラオス国側の投入 

DOE と EDL とも、JER「3-2」が示すように、必要な C/P を配属した。 

 

 （３）活動及び成果 

成果の達成状況の概略は、以下のとおりである。 

 

成果１「LETS 運用に必要なガイドライン・検査マニュアルが整備される。」は達成さ

れた。LETS とその関連規定は、ラオス電力セクターの公式なガイドラインとして認知

されている。 

 

成果２「OJT を通じて、DOE および EDL のカウンターパートが基準運用に関する研

修を適切に実施できる知見および技術を身につける。」は達成された。DOE と EDL の

23 名の C/P が、プロジェクトが課した最終的な資格試験に合格し、LETS トレーナーと

しての認定証を得ている。質問票によると彼らは LETS を日常の業務に応用・適用する

ことに自信をもっており、プロジェクトに対する全般的な満足度は高い。 

 

成果３「LETS 運用の担当者（検査官、技術者）が育成される。」、成果３－１「DOE
スタッフは検査員としての技術・知見を身につけ、その内容を地方電力局に対して教育
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する。」は、EDL トレーニングセンターにおいてオンザジョブトレーニング（On the Job 
Training：OJT）に併せて実施される予定である。（2007 年８月予定） 

成果３－２「EDL の技術者は自身の業務で LETS を活用・遵守できる能力を身につけ

る。」は、地方レベルの技術者を対象としたトレーニングプログラムが実施される 2007

年９月ころには達成の見込みである。 

 

成果４に規定された「LETS 運用に必要な管理体制が構築される。」、成果４－１「LETS
運用に管理組織（検査機関及び第三者監視機関）が確立する。」、及び成果４－２「LETS
運用に関係する機関・組織・職員の責任と役割が明確になる。」に規定された検査機関

の設置は、それぞれ本プロジェクトの重要な指標である。新たに設立される DOE の検

査部門は、各種電力施設整備プロジェクトから提出される設計書の LETS への適合性を

審査する検査機関の役割を果たす。同部門（Division）の DOE 内における設立について

は、2006 年 12 月に正式に MEM に申請され、最終的な判断は同省の判断に委ねられて

いる。検査機関の役割と機能は、すでにプロジェクト内部にあり、各プロジェクトの

LETS 適合性検査が行われている。 

なお、成果４－３「LETS 運用について審査・協議・評価する仕組みが構築される。」

については、当初第三者評価機関を設置する方向で検討されたが、MEM は、DOE の役

員会がその役割を担うこととした。 

 

成果５「行政機関、電気事業者のみならず、電力セクターの関係者に対し、LETS の

重要性・考え方が普及する。」については、地方レベルの関係者等に対する広報活動を

行うこととなっており、プロジェクト実施期間中に所与の成果をあげる見込みである。 

 

 ４－１－４ インパクト 

評価時点でいくつかの明確なインパクトが発現している。 

 

 （１）様々なプロジェクトに LETS が適用されはじめていること 

JER「3-1 Achievement of the Project」に記載されているように、LETS を適用してい

るプロジェクトの数は著しく増加している。現在、JBIC 送電線建設プロジェクトを含め

14 件の事業が審査対象となっている。各電力事業家は、ラオス国における唯一の電力施

設ガイドラインである LETS に従う必要があることから、LETS 適用の必要性に対する

認識が高まりつつある。ラオス国においては本プロジェクト実施前には、各電力事業者

は LETS を自己解釈して運用していたが、本プロジェクトにより LETS 関連ドキュメン

トが整備・法制化されたことから、これらを仕様書として（有料で）各事業者に配布す

ることにより LETS の運用が適切に行われるようになった。 

 

 （２）制度的なインパクト 

LETS を運用するためのガイドラインと保安規定は、2007 年５月に省令として公布さ

れている。さらに、LETS は、現在 DOE において進行中の電力法の改訂作業を通じて、

同法に統合される予定である。このように、本プロジェクトはラオス電力セクターの制
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度面での改善に貢献している。2007 年５月に行われた LETS 関連ドキュメント法制化を

はじめとする電力関連法制度の構築は、ラオス国における電力セクターの改善に貢献す

るものである。また、LETS の適用によって新規電力整備プロジェクトの技術水準が安

定的に確保されるようになり、長期的には電力の安定供給、品質の確保に寄与すること

となる。また、LETS 及びその関連ドキュメントの法制化は、DOE が電力セクターを適

切に管理・運営・規制していくことを保障し、国内外の投資家にとっても好ましい投資

環境をもたらすといえる。 

 

 ４－１－５ 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は、以下の理由により高いと評価することができる。 

 

 （１）制度面 

LETS 関連法制度の構築への支援は、ラオス電力セクターにおける各種活動の安全性

を強化するのに役立つ。LETS ガイドライン及び保安規程が 2007 年５月に法制化された

ことによって、DOE がラオス国の電力セクターを適切に管理し、運営・規制することを

保障することができるようになった。また、国内及び国外の投資家にとって好ましい投

資環境を提供することができるようになった。 

 

 （２）組織面 

設立されることとなっている検査部門は、法制化された LETS の条文に従って技術的

な審査と検査を行う。このような組織的な設定によってプロジェクトの成果の自立発展

性がより高まることが期待される。 

他方、IPP は本プロジェクト C/P を含む業務経験の豊富な技術者を活発に採用してい

ることから、電力セクターにおける技術者の流動性は非常に高いということに留意が必

要である。 

 

 （３）技術面 

LETS は、基本的な技術、知識及びすべての電力施設が最低限具備しなければならな

い規格を定義するとともに、DOE と EDL の能力向上に寄与している。 

 

 （４）財政面 

DOE は、現場において実施される検査については、それらの活動の費用としての検査

手数料を各電力事業者から徴収することを計画している。これが実現されれば、DOE の

規制・監督業務が財政面においても強化されることになる。 

 

４－２ 阻害・貢献要因の総合的検証 

 ４－２－１ プロジェクトの効果発現に貢献した要因 

 （１）LETS 関連図書の整備と、短期専門家による技術的なトレーニングの実施による相乗

効果 

本プロジェクトは、前フェーズプロジェクトである「電力技術基準整備プロジェクト」
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において策定された LETS の運用に必要なガイドラインや説明書等の関連図書の作成や

検査官・技術者を養成するためのトレーナートレーニングを実施することを通じて、C/P
の能力開発を図ることを目的としている。これらは、長期・短期専門家の指導のもとで

実施されており、図書の整備並びにそのラオス語化の過程において、LETS への理解を

深めることにより、電力行政に携わる行政官・EDL のトレーナーとしての技術を習得す

ることになっている。関係者へのインタビューによると、これまでに実施された研修が、

実際の業務に役立っているということである。また、今後新規の電力施設整備プロジェ

クトから提出される申請書類の審査や現場における検査立会い、並びに LETS 運用に係

る研修を通じた LETS の実際の業務への適用といった現場経験を通じて、本プロジェク

トにより獲得した技術・知識を有機的に結びつけていくことが可能である。 

さらに、LETS トレーナー資格を制定し、そのための資格試験を実施したことによっ

て、①技術協力によって向上した能力を客観的に計測することができ、②C/P にとって

はプロジェクトに参加したことで得られた技術的な成長について能力の証明と、一定の

達成感を得ることができた。 

 

 （２）LETS が法制化されていること 

前プロジェクト終了後の早い段階で LETS が法制化され、関連する LETS ガイドライ

ンと保安規定も 2007 年５月の時点で法制化された。現段階では、一部 C/P の技術力不

足も否めないとしても、制度面に着目すれば、LETS 及びその関連ドキュメントが国の

制度として厳然として位置づけられており、このことがプロジェクトの効果発現に大き

く貢献したと考えられる。 

このように法的枠組みが整備されたことによって、DOE が IPP の投資家に対して法令

に従った強い指導を行っていくことができるようになった。今後は未達成の成果を中心

に活動を行いながら LETS の運用を通じて表面化する C/P 能力の足りない点への対応を

行うことによって、プロジェクト終了時には、C/P は LETS を効率的に運営・運用でき

るようになると予想される。 

 

 ４－２－２ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （１）計画内容に関すること 

事故データベースの仕組み及び手順については、LETS 策定の過程で整備された。し

かし、EDL の各事業所においては事故を報告することについて強い抵抗感があるようで

あった。 

 

 （２）実施プロセスに関すること 

該当なし。 

 

４－３ 電力技術評価団員所感 

本プロジェクトは、2005 年１月のプロジェクト開始から約２年半が経過し、活動の成果であ

るガイドライン、セーフティールールが 2007 年５月に省令として法制化された。更には、LETS
の上位法である電力法の改定手続きが現在進められており、LETS 遵守がより明確になること
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となっている。これにより、ラオス国において LETS を執行していくうえでの、制度面での条

件が整う見通しとなっている。 

一方、LETS を実際に執行していくラオス国 C/P の LETS の理解度、技術力は、2007 年３月

に行われた LETS 理解度試験（LETS トレーナー試験）において 23 名の合格者を輩出したこと

からも、着実にその理解度等は定着していると判断される。 

本テストは、LETS の各条文の理解度に加え、仮想設計書をもとにその設計書が LETS に準

拠して設計・検討されているか否かを問う内容となっており、実務面における LETS 適用能力

が要求される。仮想設計書を拝見したが、LETS に基づく非常に幅広い、深い知識が必要であ

り、中途半端な理解では到底回答できないレベルとなっている。正直その難易度は高いと感じ

た。このテストに対し、約２年半のプロジェクト活動を通して日本側専門家に鍛えられた C/P
は、一部再試験実施者も含むが見事 23 名が合格となり、客観的に十分な LETS 理解力、技術力

があることが証明されることとなった。試験に合格した C/P は、LETS トレーナーとして認定

され、今後は EDL の他スタッフ、DOE の地方職員等に LETS を普及していく役目を担うこと

となる。 

LETS に基づき EDL 及び IPP 等の電気事業者を規制する組織の設立は、現在ラオス国政府に

申請中であるが、組織が設立された暁には LETS トレーナーの中から数名がその組織職員とし

て選定されることを切に望む（本評価調査終了後の 2007 年９月に、正式な人事発令を伴う検

査組織が DOE 内に設立された）。 

現在、ラオス国では隣国タイ、ベトナム向けの電力輸出用 IPP（大規模水力発電所）の開発

計画が目白押しである。2006 年から 2007 年にかけて約 10 水力発電所の開発計画書（F/S レポ

ート）が DOE に提出されている。水力発電所のほかにも、送電線、配電線の整備もまた計画

されている。これら新規開発の設計審査では、本プロジェクトで育った C/P がコアとなり、技

術的に統一された、そして安全な電力設備をラオス全土に普及する重要な役目を担うこととな

る。C/P は、まだまだ審査経験は浅いものの LETS 理解度試験に合格し、十分な知識、技術力

を有していることは客観的に証明されている。実務を通して、さらに研鑽を積むことを願う。 

 

４－４ 団長所感 

（１）ラオス国政府は、社会経済発展に向けて、①電力の安定供給、②電化率の向上、③売電

による外貨獲得を重要な電力セクターの課題としている。2006 年に発表された第６次社会

経済計画の中で、現在 50％程度の世帯電化率を 2010 年までに 70％まで向上させることを

国家目標として掲げている。電力はタイやベトナムへの輸出を通じた重要な外貨獲得の手

段として位置づけられており、実際、縫製品や木材・木工製品に継ぐ輸出産品であること

から、水力開発を中心とした民間資本の導入が促進されている。 

 このような状況のもと電力設備の整備が進んでいるが、外国資本により建設されるもの

が多く、それゆえ各設備がそれぞれの国の技術基準で計画、設計、建設されるため、効率

的な電力設備の運用・維持管理ができない状況にある。したがって、電力技術基準の普及

支援は非常に妥当性が高いと考えられる。 

 

（２）本プロジェクトは、2004 年２月に省令として発効・公布された「ラオス国電力技術基準

（LETS）」を効果的に運用していくための電力行政（DOE）及び電気事業者（EDL 及び IPP）
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双方の能力強化を支援するものである。そのための協力内容は、LETS 運用に必要な①ガ

イドラインとマニュアルの整備、②研修を行うトレーナー育成、③運用担当者（検査官・

技術者）の育成、④管理体制の確立、⑤広報・普及の５つのコンポーネントからバランス

よく構成されている。 

特に、学識経験者を含む翻訳委員会を 2006 年 10 月に設立して、ガイドライン・保安規

定・審査検査マニュアル（水力土木、水力発電、送電、変電、配電、屋内配線の６分野）

のラオス語版審査を実施したことは、2007 年５月のガイドライン・保安規定の省令化に非

常に有効であったと考えられる。 

また、LETS トレーナー認定試験（６分野）を再試験も含めて 2007 年３月と５月に２回

実施し、23 名が合格し LETS トレーナーとして認定された。EDL 訓練センターを活用して

地方電力行政官・技術者向けに LETS 運用のための研修を実施していくことは有効である

と考えられる。 

 

（３）自立発展性を高めるという観点に立てば、制度面、組織面、技術面、財務面での能力強

化を支援していく必要がある。現状としては、制度面では法制化が進んでおり、組織面で

は LETS 運用 Unit が暫定的に設立されており、技術面ではマニュアル整備、トレーナー育

成、訓練コース設立がされており、財務面では、ガイドライン・保安規定を販売すること

により収入を得ている。 

今後予定されているラオス電力セクターの改革に伴い、検査機関の組織が部局などに昇

格し強化されることにより、より自立発展性が高まることが期待される（本評価調査終了

後の 2007 年９月に、正式な人事発令を伴う検査組織が DOE 内に設立された）。 

 

（４）本プロジェクトは、協力が終了する 2008 年１月までに当初の目的を達成することが見

込まれるが、2008 月３月頃に予定している JBIC 送電線建設プロジェクトの詳細設計審査

への支援を行うことによりプロジェクトの成果がより高められるとの観点から、協力期間

を２か月程度延長することとした。これまで調査段階、計画段階など、電力施設整備プロ

ジェクトの初期段階より LETS 審査マニュアルを活用した電力行政官による電気事業者の

審査業務への支援を行っているが、設計段階においても引き続き審査支援を行うことによ

り、実践的な設計審査能力の向上が期待される。 

 

（５）評価内容に係る協議の際に、ラオス国側から「DOE のデータベース強化」及び「電力訓

練センター強化」の要望が提出された。電力分野では、電力行政及び電気事業者の能力強

化が引き続き重要な課題であり、国内安定供給・電化率向上、電力輸出による外貨獲得に

貢献できる支援を我が国が実施していく妥当性は高いと考えられる。 

 

４－５ 結 論 

本プロジェクトは、PO に従って成功裏に運営されており、計画通りの成果をあげている。

合同評価チームは、本プロジェクトを当初の予定通り 2008 年１月 17 日をもって終了すること

を、本評価の一応の結論とした。 
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しかしながら、LETS 運用に係るラオス国側の技能と知識をより確かなものとするために、

2008 年２月に実施される予定の現行の JBIC 送電線建設プロジェクトに係る設計審査業務を実

務トレーニングと位置づけ、本プロジェクト期間を約２か月延長して当該審査業務を支援する

ことが適切であると判断した。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言（本プロジェクトに関する具体的な提案、助言等） 

合同評価チームは、プロジェクトの実施を成功させるために、以下の諸点について提言した。 

 

（１）事故に関する報告書の提出及びデータ整備の必要性（DOE と EDL 双方に対して） 

事故報告の要件とその手続きは LETS とそのガイドラインで規定されているにもかかわ

らず、ラオス国内で起こる深刻な事故に関する報告がまだ行われていない。DOE と EDL
あるいはその他の電力事業者との間で、事故報告に関する規定が遵守されるよう対話を行

うことが必要である。 

 

（２）DOE における規制部門の設立（DOE に対して） 

日本・ラオス国の双方とも、電力セクターの活動の規制や指導を担う規制部門の設立が

ラオス国の電力セクターの健全な発展に重要な役割を果たすことを確認した。合同評価チ

ームはプロジェクトの修了後、DOE が独立した予算を持ち、所属長の指示のもと検査官を

動員することのできる規制部門を設立するためにあらゆる努力をすることを期待する。 

 

（３）IPP から提出される事業化調査（F/S）を審査することの重要性（JICA に対して） 

IPP プロジェクトから提出される事業認可申請及び予備的な検討書の数は増え続けてい

る。これらの前段の F/S 報告書を審査することが本プロジェクトの上位目標達成に必要に

なってくると考えられ、プロジェクト期間中は短期専門家がこうした F/S 審査業務を支援

することが望まれる。 

 

（４）EDL プロジェクトへの LETS の適用について（EDL に対して） 

LETS、LETS ガイドライン及び保安規定がすでに省令として発効しているにもかかわら

ず、EDL 所管の電力施設プロジェクトに対してさえ（JBIC 送電線建設プロジェクトを除

く）、これらの省令が遵守／適用されていないようである。EDL は、供用中か新規かを問

わずすべての電力施設プロジェクトに対して LETS を適用させるための必要な措置をとる

べきである。 

 

（５）LETS の全国への普及について（DOE と EDL 双方に対して） 

LETS の普及もまた実施すべき重要事項である。DOE と EDL の両者は、LETS を全国に

普及させるためにできるだけ早く具体的措置を取るべきである。 

 

（６）プロジェクトの延長（JICA に対して） 

上に述べた JBIC 送電線建設プロジェクトは、LETS が計画当初から適用される初めての

事例となる。2008 年２月に当該プロジェクトの詳細設計の審査が実施されるが、本プロジ

ェクトをおよそ２か月間延長して当該審査業務を支援することにより、C/P の審査能力を

より着実なものとすることが期待される。 
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５－２ 教訓（他類似プロジェクトへの教訓） 

（１）成果指標としての組織成立 

本プロジェクトでは、規制部門設立が成果の指標として定義されたが、これには限界が

あった。なぜなら、組織の設立は相手国側政府の内部の問題で人事制度をも含む事項であ

るからである。その結果、本プロジェクトは相手国政府並びに MEM に対して規制部門設

立の必要について説得するために、多大な時間とエネルギーを浪費してしまった。 

JICA の PCM マニュアルに従えば、組織の設立はプロジェクトの外部条件の一つとして

定義すべきである。本プロジェクトの経験から、組織設立に関しては、活動を相手国政府

への助言や提言にとどめておくことが適切であると考えられる。 

 

（２）試験の実施と合格証交付の効果 

専門家によって構成された評価委員会による公平な問題作成と評価基準の事前設定を

もとに、C/P を対象とした試験の実施、専門家による採点／評価、そして合格者に対して、

合格証を発行、表彰したことは効果的であった。 

試験の目的は、プロジェクト期間中に移転された技術の理解度と到達度をモニター、評

価することであった。合格証の交付は、評価基準に従って、LETS トレーナーとして能力

のある C/P に対してのみ交付された。このような試験の実施とトレーナー資格証の交付は

プロジェクト当初から計画されていたが、この仕組みは、C/P に対してきわめて強いイン

センティブとして働いた。その結果として、23 名の C/P が、LETS トレーナー資格を取得

することができ、彼らは今後、自信と誇りをもって地方の技術者・行政官の指導にあたる

と期待される。 

 

 



付 属 資 料 

 

１．協議議事録（協議参加者リスト、合同評価報告書含む） 

 

２．調査結果要約表 

 

 

























































































































 

 

２．調査結果要約表
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１．案件の概要 

国名：ラオス国 案件名：電力技術基準促進支援プロジェクト 

分野：電力 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ラオス事務所 協力金額： 

先方関係機関：エネルギー鉱業省電力局（DOE）
及び電力公社（EDL） 

協力 
期間 

2005 年１月 18日～2008 年１月 17日（３年間）

日本側協力機関：海外電力調査会 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景 

ラオス国の電力セクターは、電力の安定供給、電化率の向上、近隣諸国への売電を通じた外貨獲得と

いう国家目標に対して、その業務を担う人材が不足している。同国の発電設備、送変電・配電設備は外

国資本により建設されるものが多く、これらの設備がそれぞれの国の基準で建設されていることから効

率的な運用ができないなど、同国の電力セクターには様々な問題が生じている。 

 上のような問題への対処策として JICA は、同国の実情に即した電力技術基準を整備し、その運用を行

うことのできる行政官の育成を目的として、2000 年５月から 2003 年４月にかけて「ラオス国電力技術

基準整備プロジェクト（STEP Ⅰ）」を実施した。同プロジェクトでは、電力技術基準を整備するための

人材育成とともに、電力技術基準（Lao Electric Power Technical Standard：LETS）の整備・作成を行っ

た。なお、同プロジェクト終了後の 2004 年２月に LETS は省令として承認された。 

 ラオス国政府は、上のプロジェクト完了後、次の段階として、同国の電力関係者が LETS を効率的か

つ円滑に運用するために十分な行政能力及び実務能力を身につけることを目的とした技術協力を我が国

に求めてきた。これに対して JICA は、2005 年１月 18 日～2008 年１月 17 日の３年間の技術協力プロジ

ェクトとして、「電力技術基準促進支援プロジェクト（STEP Ⅱ）」を実施してきた。 

 STEP Ⅱは、電力技術６分野（水力土木、水力発電、変電、送電、配電、屋内配線）に関する技術指導

に知見を持つ行政官及び現場技術者を持続的に養成可能とすることを目標に掲げ、電力事業監督機関

（DOE）及び電力事業実施機関（EDL）にそれぞれ派遣されている長期専門家２名（電力技術、電力技

術基準運用）と業務調整員に加え、上記６分野の短期専門家が活動している。JICA の事業評価ガイドラ

インによると、終了時評価はプロジェクト終了の６ヶ月前に実施することとされている。そのため、2007

年６月５日から 15 日の日程で合同終了時評価調査団が編成され、終了時評価が実施された。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

ラオス国の電力設備の安全性が高まり、電力セクターが健全に機能することで安定した電力が供

給される。 

 

（２）プロジェクト目標 

ラオス国の行政組織および電力事業者内において電力技術基準が機能する。 

 

（３）成果 

１）LETS 運用に必要なガイドライン・検査マニュアルが整備される。 

２）OJT を通じて、DOE および EDL のカウンターパートが基準運用に関する研修を適切に実施で 

きる知見および技術を身につける。 

３）LETS 運用の担当者（検査官、技術者）が育成される。 
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３－１）DOE スタッフは検査員としての技術・知見を身につけ、その内容を地方電力局に対して教

育する。 

３－２）EDL の技術者は自身の業務で LETS を活用・遵守できる能力を身につける。 

４）LETS 運用に必要な管理体制が構築される。 

４－１）LETS 運用に管理組織（検査機関及び第三者監視機関）が確立する。 

４－２）LETS 運用に関係する機関・組織・職員の責任と役割が明確になる。 

４－３）LETS 運用について審査・協議・評価する仕組みが構築される。 

５）行政機関、電気事業者のみならず、電力セクターの関係者に対し、LETS の重要性・考え方が

普及する。 

 

（４）投入（実績） 

日本側： 

長期専門家派遣 延べ３名 合計 108M/M 

機材供与        

短期専門家派遣 延べ 42 名 

ローカルコスト負担 126,677 米ドル(2007 年第一四半期分まで) 

研修員受入 延べ 11 名 

相手国側： 

カウンターパート配置 延べ 19 名(フルタイム：11名、パートタイム：８名) 

機材購入 

土地・施設提供（事務スペース、研修施設、同建屋、電気、水道、燃料等） 

ローカルコスト負担 約 22.1 千米ドル 

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏名 職位 

団長     鈴木 薫 JICA 経済開発部第２グループ電力・エネルギーチーム長 

電力技術評価 鳴海 英樹 海外電力調査会 

計画評価 関根 創太 JICA ラオス事務所 所員 

調査者 

評価分析 小野澤 雅人 株式会社ピオニエ・リサーチ 取締役 

調査期間 2007 年６月５日～2007 年６月 15 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ プロジェクト目標の達成状況 

 プロジェクト目標「ラオス国の行政組織および電力事業者内において電力技術基準が機能する」に

対し、３つの指標（①DOE および EDL 等が実施する新設プロジェクトへの LETS の適用、②DOE お

よび EDL 等が管理する既存の設備のうち、一定規模以上のものへの LETS の適用、③ビエンチャン県

が有する設備での事故履歴のデータベースの整備と分析）が設定されている。 

 これらのうち、①及び②については、これまでに 14 の新規プロジェクトについて、LETS に基づい

て現場における検査、書類審査などが行われており、今後も LETS が適用されるプロジェクトは、拡

大していくことが確認された。③については、事故履歴の作成の基礎となる施設台帳が本プロジェク

トにおいて整備され、事故内容を報告するための書式、手続き等が LETS によって明示されているこ

とが確認された。しかしながら、評価実施時点において事故報告はまだなされていない。 
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３－１－２ 成果の達成状況 

 成果１：「LETS 運用に必要なガイドライン・検査マニュアルが整備される。」は、ほぼ完全に達成さ

れ、2007 年５月に LETS のガイドラインと安全基準が MEM によって正式に承認され政令として公布

されている。成果２：「OJT を通じて、DOE および EDL のカウンターパートが基準運用に関する研修

を適切に実施できる。」に関しては、C/P を対象とした研修がほぼ完了し、C/P23 名が LETS トレーナ

ーとして認定試験に合格している。成果３：「LETS 運用の担当者（検査官、技術者）が育成される」

同３-１：「DOE スタッフは検査員としての技術・知見を身につけ、その内容を地方電力局に対して教

育する」及び同３-２「EDL の技術者は自身の業務で LETS を活用・遵守できる能力を身につける」に

関しては、地方レベルの技術者・行政官への技術移転については現在、認定試験に合格した C/P が中

心となって長期専門家の支援を受けながら準備を進めている。この C/P による地方レベルの技術移転

については 2007 年７月以降、短期専門家による支援も計画されており、2008 年１月のプロジェクト終

了時までに達成する見通しである。また JBIC 送電線建設プロジェクトを含む、各種電力整備プロジェ

クトへの LETS の適用についても順調に実施されている。 

 成果４：「LETS 運用に必要な管理体制が構築される」、同４-１：「LETS 運用に管理組織（検査機関

及び第３者監視機関）が確立する、同４-２：「LETS 運用に関係する機関・組織・職員の責任と役割が

明確になる」、及び同４-３「LETS 運用について審査・協議・評価する仕組みが構築される」ならびに

成果５：「行政機関、電気事業者のみならず、電力セクターの関係者に対し、LETS の重要性と考え方

が普及する」のそれぞれに関しては、活動が継続中であることから達成状況を確認するに到っていな

い。今後は、地方部も対象とした広報活動とともに、LETS 及びその運用ガイドライン等の普及活動が

進められる予定である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクト（STEP Ⅱ）は、ラオス国政府が制定した第６次国家社会経済開発計画(2006-2010)

における目標の１つである「電力輸出促進と国内電力供給のための電力施設整備」の推進に資する

ものであり、またラオス国の電力セクター政策大綱（2001 年３月制定）に沿ったものである。同国

の電力法 23 条で電力設備設置の許認可条件として、ラオス国電力技術基準の制定を求めており、法

制化された LETS が各種電力事業に適用され普及することは、同国における電力の安定供給や安全

性の向上を促すために効果的であると言える。本ロジェクトは、DOE と EDL が長期的に電力開発

プロジェクトを推進するための能力強化にも貢献し、ひいてはラオス国政府が高品質の電力供給と

社会経済開発を同時に実現することに大きく寄与すると考えられる。その他、電力セクターへの支

援は、我が国が 2006 年９月に取りまとめたラオス国に対する「国別援助計画」にも位置づけられて

おり、同計画との整合性が高い。以上により、本プロジェクトの妥当性は高いと評価することがで

きる。 

 

（２）有効性 

プロジェクトは PDM に規定されたプロジェクト目標及び主要な成果の多くをすでに達成もしく

は、達成しつつある。本プロジェクトの活動は継続中で協力期間中にこれらの成果を達成する見

通しである。 

本プロジェクトはこれまでに、14 件の電力整備プロジェクトに対する検査・審査を実施している。

C/P は、それら検査・審査業務に必要な知識と技能を修得している。また、EDL 訓練センターに

おいて LETS を用いた訓練・研修が実施されている。さらに、電力技術基準運用管理ガイドライン

や運転保守の保安規定は計画通り完成しており、2007 年５月にそれぞれが省令として正式に承認を

受けた。また、将来電力セクターの管理及び規制を担う機関の予備的な組織として、検査部門が電

力局内に新たに整備されることになっている。現在のところ未達成である「地方行政官あるいは事
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業者への LETS の普及」については、現在も達成に向けた活動が継続している。LETS 普及に向けた

実施体制については EDL の研修センターとも協力の上構築済みであり今後は研修計画に基づいて

普及していくこととなっている。これらから、本プロジェクトの終了時には、C/P が LETS の適用及

び運用に必要な能力を獲得することが可能であると評価することができる。以上により、本プロジ

ェクトの有効性は高いと評価することができる。  

 

（３）効率性 

双方の投入記録によると、それぞれの質、量、タイミングはいずれも適切なものであった。また、

両国の関係者は、2004 年 12 月７日に署名した討議議事録（R/D）に基づいて活動を実施してきた。

これらの人的・物的資源を用いて当初の予定どおりに活動が行われており、その活用方法などには

齟齬がなく、本プロジェクトは効率的に運営されている。  

 

（４）インパクト 

評価時点で、いくつかの目に見えるインパクトが発現し始めている。第一に、新規投資プロジェ

クトのうち、LETS を適用しているものの数が著しく増えていることがあげられる。現在 14 件の電

力整備プロジェクトに同技術基準が適用されており、今後も同基準が適用されるプロジェクトは増

加すると考えられる。第二に、前フェーズプロジェクトの成果である LETS の法制化に伴い必要と

なった LETS 関連ドキュメント（LETS ガイドライン、検査マニュアル等）が本プロジェクトを通じ

て整備された。これによって、各種電力事業者にとって LETS を適用することが容易になった。本

プロジェクトの活動を通じて整備された LETS 関連ドキュメントがさらに法制化されたことによっ

て、LETS の運用方法が確立できたという、ラオス国の電力セクターにおける制度的なインパクトが

発現していると考えられる。ラオス国においては本プロジェクト実施前には、各電力事業者は LETS
を自己解釈して運用していたが、本プロジェクトにより LETS 関連ドキュメントが整備・法制化さ

れたことからこれらを仕様書として（有料で）各事業者に配布することにより LETS の運用が適切

に行われるようになった。2007 年５月に行われた LETS 関連ドキュメント法制化をはじめとする電

力関連法制度の構築は、ラオス国における電力セクターの改善に貢献するものである。また、LETS
の適用によって新規電力整備プロジェクトの技術水準が安定的に確保されるようになり、長期的に

は電力の安定供給、品質の確保に寄与することとなる。また、LETS 及びその関連ドキュメントの法

制化は、DOE が電力セクターを適切に管理・運営・規制していくことを保障し、国内外の投資家に

とっても好ましい投資環境をもたらすといえる。 

  

（５）自立発展性 

評価結果から、LETS に関係するすべての規制業務を行う規制部門の確立はプロジェクトの自立発

展性を確保するために必要な事項であることが確認された。前述のように C/P はすでに電力プロジ

ェクトの審査・検査に当たって LETS を適用するために必要な能力を獲得していることから、今後

は審査・検査にかかる実戦的な経験を積み重ねることにより、LETS を適切に運用していくための能

力を深化させることが可能である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）LETS 関連図書の整備と、短期専門家による技術的なトレーニングの実施による相乗効果 

本プロジェクトは、技術協力プロジェクトの前フェーズである STEP Ⅰにおいて策定された LETS
（ラオス国電力技術基準）の運用に必要なガイドラインや説明書等の関連図書の作成や LETS を運

用する検査官・技術者を養成するためのトレーナートレーニングを通じて、C/P の能力開発を図る

ものである。これらは、長期・短期専門家の指導のもとで実施されており、図書の整備並びにその

ラオス語化の過程において、LETS の理解を深めることにより、電力行政に携わる行政官あるいは
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EDL における LETS トレーナーとしての技能を習得することになっている。関係者へのインタビュ

ーによると、これまでの研修が、実際の業務に役にたっているということである。また、今後電力

施設の設置・建設を希望する事業者や投資家からの申請書類の審査や現場における検査立会い、さ

らに LETS 運用に係る研修を通じた LETS の実際の業務への適用といった現場経験を通じて、これ

まで獲得した技術・知識を有機的に結びつけていくことが可能である。 

 

（２）LETS が法制化されていること 

前フェーズプロジェクト終了後の早い段階で LETS が法制化され、関連する LETS ガイドライン

と保安規定も 2007 年５月に法制化された。現段階では、一部 C/P の技術力不足も否めないとしても、

LETS 及びその関連ドキュメントが国の制度として厳然として位置づけられたことは、プロジェクト

の実施に大きな効果をあげたと考えられる。プロジェクトの活動は、そのようなラオス国の法的な

枠組みによって実施が促進されている。法制化によって、DOE が IPP の投資家に対して法令に従っ

た強い指導を行っていくことができるようになった。今後は未達成の成果を中心に活動を行いなが

ら LETS の運用を通じて表面化する C/P 能力の足りない点への対応を行うことによって、プロジェ

クト終了時には、C/P は LETS を効果的に運営・運用できると考えられる。  

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

事故データベースの仕組み及び手順については、LETS 策定の過程で整備された。しかし、EDL
の各事業所においては事故を報告することについて強い抵抗感があるようであった。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

該当なし 

 

３－５ 結 論 

以上のように、プロジェクトは実施計画に従って、成功裏に運営・実施されているとともに、プロジ

ェクト目標を達成する見込みであり、合同評価チームは本プロジェクトを当初の予定どおり 2008 年１月

17 日をもって終了させることの妥当性を確認した。しかしながら、LETS 運用に係るラオス国側の技能

と知識をより確かなものとするために、2008 年２月に実施される予定の現行の JBIC 送電線建設プロジ

ェクトに係る設計審査業務を実務トレーニングと位置づけ、プロジェクト期間を約２ヶ月延長して当該

審査業務を支援することが適切であると判断した。 

 

３－６ 提 言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

合同評価チームは、プロジェクトの実施を成功に導くために、以下のような提言を行った。 

 

３－６－１ EDL その他の電力事業者が事故報告を適切に行うよう監督していくこと(DOE 及び 

EDL に対して) 

事故報告の要件とその手続きは LETS とそのガイドラインで規定されているにも関わらず、ラオス

国内で起こる深刻な事故に関する報告がなされていない。DOE と EDL あるいはその他の電力事業者

との間で、事故報告に関する規定が遵守されるよう対話を行うことが必要である。  

 

 ３－６－２ DOE の規制部門の確立 (DOE に対して) 

日本・ラオス国の双方とも規制部門が電力セクターの活動を規制し正しく指導するという LETS 推

進に重要な役割を果たすことを確認した。合同評価チームはプロジェクトの修了後、DOE が独立した

予算を持ち、所属長の指示のもと検査官を動員することのできる規制部門を設立するためにあらゆる



 
－86－

努力をすることを期待する。 

  

３－６－３ IPP から提出された企業化調査（F/S）の審査をすることの重要性 (JICA に対して)  

IPP プロジェクトから提出される事業認可申請及び予備的な検討書の数は増え続けている。これらの

前段の F/S 報告書を審査することが本プロジェクトの上位目標達成に必要になってくると考えられ、

プロジェクト期間中は短期専門家がこうした F/S 審査業務を支援することが望まれる。 

 

３－６－４ EDL の実施するプロジェクトへの LETS の適用について (EDL に対して)  

LETS、LETS ガイドライン及び保安規定がすでに省令として発効しているにもかかわらず、EDL 所

管の電力施設プロジェクトに対してさえ（JBIC 送電線建設プロジェクトを除く）、これらの省令が遵

守／適用されていないようである。EDL は、供用中か新規かを問わず全ての電力施設プロジェクトに

対して LETS を適用させるための必要な措置をとるべきである。 

 

３－６－５ LETS の全国への普及について (DOE と EDL の双方に対して)  

LETS の普及もまた実施すべき重要なことがらである。DOE と EDL の両者は、LETS を全国に普及

させるためにできるだけ早く具体的な措置を取るべきである。 

 

３－６－６ プロジェクトの延長 (JICA に対して)  

上に述べた JBIC 送電線建設プロジェクトは、LETS が計画当初から適用される初めての事例となる。

2008 年２月に当該プロジェクトの詳細設計の審査が実施されるが、本プロジェクトをおよそ２ヶ月間

延長して当該審査業務を支援することにより、C/P の審査能力をより着実なものとすることが期待さ

れる。 

 

３－７ 教 訓 

３－７－１ プロジェクトデザインにおいて組織成立を成果指標とすることは適切ではない 

本プロジェクトでは、規制部門設立を成果の指標として定義することには限界があった。なぜなら、

組織の設立は相手国側政府の内部の問題で人事制度をも含む事項であるからである。その結果、本プ

ロジェクトは相手国政府ならびに MEM に対して規制部門設立の必要について説得するために、多大

な時間とエネルギーを浪費してしまった。 

JICA の PCM マニュアルに従えば、組織の設立はプロジェクトの外部条件の一つとして定義すべき

である。本プロジェクトの経験から、組織設立に関しては、活動を相手国政府への助言や提言にとど

めておくことが適切であると考えられる。 

 

３－７－２ 試験の実施と合格証交付の効果 

専門家によって構成された評価委員会による公平な問題作成と評価基準の事前設定をもとに、C/P
を対象とした試験の実施、専門家による採点／評価、そして合格者に対して、合格証を発行、表彰す

ることは効果的であった。  

 試験の目的は、プロジェクト期間中に移転された技術の理解度と到達度をモニター、評価すること

であった。合格証の交付は、評価基準に従って、LETS トレーナーとして能力のある C/P に対してのみ

交付された。このような試験の実施とトレーナー資格証の交付はプロジェクト当初から計画されてい

たが、この仕組みは C/P に対して極めて強いインセンティブとして働いた。その結果として、23 名の

C/P が、LETS トレーナー資格を取得することができ、彼らは今後、自信と誇りを持って地方の技術者・

行政官の指導に当たると期待される。  
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1. Outline of the Project 

Country: Lao PDR Project Title:Lao Electric Power Technical 

Standard Promotion Project 

Issue/Sector: Electric Power Cooperation scheme: 

Technical Cooperation Project 

Division in charge: Laos Office Total Cost:  

Partner Country's Implementing Organization: 

Department of Electricity and Electricity of 

Laos, Ministry of Energy and Mines 

Period of Cooperation: 18 January 2005 – 17 January 2008 (3years)

Supporting Organization in Japan: Japan 

Electric Power Information Center (JEPIC) 

Related Cooperation: 

1-1 Background of the Project 

Electric power sector in Lao PDR faces a problem of lacking human resources necessary for improving 

electrification rate and earning foreign currency by sales of electric power to neighboring countries. Another 

problem is inefficient operation of electric facilities, such as generators, transmission lines and distribution lines, 

built by foreign investors. Since many facilities comply with technical standards which are different from each 

other it is difficult to manage and operate them.  

 In response to the request made by the Government of Lao PDR JICA has conducted technical cooperation 

project for Lao Electric Power Standard Establishment, from May 2001 to April 2003 to train officers who would 

be able to develop and administrate an electric power technical standard suiting actual situation of electric power 

sector in Lao PDR. The project assisted the Government of Lao PDR to establish the Lao Electric Power Technical 

Standard (LETS) as well as human resources development of electric power sector in Lao PDR. LETS has been 

legislated as ministerial decree of Ministry of Energy and Mines in February 2004.  

 Currently a three year-long technical cooperation project by the Government of Japan which started January 

18th 2005 is in progress as the second step of the previous technical cooperation project to strengthen overall 

capacity of electric power sector in Lao PDR to administer and enforce LETS. The project has been implemented 

by Department of Electricity (DOE) and Electricity of Laos (EDL), Ministry of Energy and Mines (MEM).  

The project aims at developing capacity to train officers and engineers who is competent in six technical areas of 

electric power (namely, civil engineering, hydro-power, substation, transmission, distribution and user’s site). 

Three long-term term experts (expert to DOE, expert to EDL and coordinator) and short term experts in the six 

technical areas has been dispatched to support the project.     

According to JICA Guideline for Project Evaluation stipulating that the terminal evaluation shall be carried out 

six months prior to the project termination, the Joint Terminal Evaluation Team was organized to carry out tasks of 

evaluating the achievements of the Project from 5 to 15 of June 2007. 
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1-2 Project Overview 

 1-2-1 Overall Goal 

  Power sector’s activities and power facilities’ safety are improved. 

 1-2-2 Project Purpose 

   The LETS is enforced within public and private sectors. 

 

 1-2-3 Output 

  (1) Complementary guideline and manuals relating to the LETS is drawn. 

  (2) Through on the job training, knowledge and training skills of counterparts of DOE and EDL as trainers are 

upgraded. 

  (3-1) DOE staffs obtain necessary knowledge and skills as inspectors and transfer those knowledge and skills to 

PDIH staff. 

  (3-2) EDL engineers obtain necessary knowledge and skills in order to apply the LETS to their works 

  (4)  Management structure for the LETS is formulated. 

  (4-1) Responsible division for the LETS is established. 

  (4-2) Mechanism for monitoring and evaluating implementation of the LETS is formulated. 

  (5) Awareness on the LETS of public and private sectors is increased  

 

 1-2-4 Input 

Japanese side: 

Long-term Experts 3 (Total of 108M/M) Equipment Total amount of   

Short-term Experts Total of 42 experts have 

been dispatched 

Local Cost Disbursed US$126,677 to cover the local cost

Trainees received 11 trainees have received Note: JICA supported US$50,000 to construct 115kV 

transmission towers for training at the EDL 

training centre, and US$68,700 for training 

facilities for distribution lines and user’s site.  

Lao Side: 

Counterparts F/T C/P: 11 P/T C/P: 8  

Land and Facilities Land, building, rooms and other facilities for the Project were provided by DOE and EDL.

Local Cost (1) Expenditure for the renovation of EDL training centre=US$18,000  

(2) Expenditure for workshops (per-diem EDL participants)=US$3,700 

(3) Expenditure for OJT (in-kind basis) =US$400  

   Total Expenditure=US$22,100  
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2. Evaluation Team 

Responsibility Name Affiliate/Title 

Team Leader Kaoru SUZUKI Department of Economic Development, JICA HQ

Electric Power 
Technology Hideki NARUMI Japan Electric Power Information Center (JEPIC)

Evaluation Planning Sota SEKINE ARR of JICA Laos Office  

Members of 

Evaluation Team 

Evaluation Analysis Masato ONOZAWA Pionnier Research, Inc. 

Period of Evaluation June 5 – Septermber 15, 2006 Type of Evaluation: Terminal Evaluation 

3. Result of Evaluation 

3-1 Summary of Evaluation Results 

 (1) Relevance 

STEP II is compatible with Power Sector Policy Statement of Lao P.D.R. published in March 2001.  

The need of LETS in the electric power sector is high. Legislation of LETS and its enforcement are expected to 

resolve current problems associated with lack of electric power standard for installation of power facilities, and 

assure improvement of safety and quality of electric power supply. The Project would strengthen DOE and EDL’s 

overall capacity to implement developing projects. This may help the Lao Government ensure high-quality power 

supply and socio economic development. Furthermore, the Project is consistent with the Japanese government’s

Country Assistant Plan for Lao PDR published in September 2006. Therefore relevancy of the project is 

considered high. 

 

 (2) Effectiveness 

The effectiveness of the Project is high because the Project has fulfilled its outputs stipulated in the PDM. C/Ps 

have conducted inspection, examination and giving comments for 14 IPP projects to acquire necessary skills and 

knowledge for their work. Furthermore the LETS training has been carried out at the EDL Training Center as one 

of the center’s training program. Moreover LETS documents including the guidelines and the manuals have been 

developed and enacted as the government decree in May 2007. LETS regulatory unit, which is a preparatory unit 

for “Electricity Management and LETS Regulatory Division” of DOE is expected to be established by December 

2006.  

 

 (3) Efficiency 

Based on the input record of both sides, overall quality and quantity of inputs to the Project were appropriate. 

Both sides have carried out activities as scheduled by the agreement in R/D signed on December 7, 2004.  Most 

of Outputs have been fulfilled and all outputs are expected to be fulfilled by January 2008 as scheduled.  

 

 (4) Impact 

Some tangible positive impacts have been observed at the time of the evaluation. First, the number of new 

project complying with LETS is significantly increasing. Currently 14 projects are carried out following the 
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standard. Second, enactment of LETS document can be considered to bring about institutional impact to Lao 

power sector.   

 

(5) Sustainability 

The Evaluation result shows that establishment of a regulatory division which becomes the authority to conduct 

all the regulatory works associated with LETS is necessary to make the project outputs sustainable. Institutional 

establishment such as enactment of LETS document enforce safety and improvement of the electric power 

activities in Lao PDR. Such institutional enactment ensures DOE to properly manage, operate and regulate the 

power sector. It also brings about a favorable investment condition for domestic and international investors. 

 

3-2 Factors that promoted realization of effects 

 (1) The synergy made between preparation of LETS documents and technical training provided by short term 

experts 

The basic design of the project aims at capacity development of C/P personnel through preparation of 

complementary guidelines and manuals for LETS and the technical trainer training for inspectors and engineers. 

The project has carried out by the initiatives of Lao side with supports from long and short-term experts. Now 

C/Ps have comprehended deeply each article of LETS through localization process such as translation and 

interpretation to local situations. The project is expected to integrate C/Ps’ knowledge and skills through applying 

LETS in examination of documents for power facilities development projects, inspection of the on-going projects 

and technical training for engineers.  

 

 (2) Legislation of LETS 

Legislation of LETS carried out after termination of STEP I contribute to implementation of the Project. The 

guidelines and manuals for LETS developed through the Project were also enacted as the ministerial decree in 

May 2007. The project activities were fully supported by such legislative arrangement of Lao PDR. Such 

legislation will help DOE to administer IPP projects, for example, to comply with LETS. Therefore, it is expected 

that LETS would be effectively administered and managed after the project completes.   

 

3-3 Factors that impeded realization of effects 

 (1) Factors concerning planning 

Not identified. 

 (2) Factors concerning the Implementation Process 

Not identified. 

 

4. Conclusion 

The Project has been implemented successfully according to PO, and has achieved most of outputs as planned. 

The team concluded that the Project will terminate on January 17, 2008 as scheduled. However it is recommended 

to extend the cooperation period by approximately 2 months to support the C/Ps to apply LETS to the on-going 
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JBIC transmission project to enhance achievement of the Project. JBIC project will be the first one to which LETS 

is applied from the beginning and therefore will be appropriate on the job training for C/Ps.  

 

5. Recommendations 

The Team recommends the following measures to be taken to ensure the successful implementation of the 

Project: 

5-1 Enforcing EDL and other electric facility operators to submit accident report (To DOE and EDL) 

Serious accidents taking place in the country have not been reported to DOE although LETS and its Guidelines 

requires such reporting and stipulates reporting procedures. It is necessary for DOE to dialogue with EDL and 

other operators to enforce the reporting system.   

 

5-2 Establishment of Regulatory Division in DOE (To DOE) 

Both sides have recognized that the regulatory division will have a crucial role to enforce LETS, and to regulate 

and properly direct the power sector’s activity. The Team expects DOE to make every effort to establish the 

regulatory division deploying inspectors under a division head and having its own budget that enable it to work 

effectively after the Project terminates.  

 

5-3 Reviewing F/S Submitted by IPP (To JICA)  

Applications and preliminary appraisals submitted by IPP hydropower projects has been increasing in number. 

The Team suggests that reviewing F/S reports submitted by ongoing IPP projects prior to application or 

preliminary appraisals with support by short-term experts will be effective to ensure the overall goal of the Project. 

 

5-4 Enforcing LETS to EDL Projects (To EDL)  

EDL should take necessary measures to apply LETS to all projects including power facilities under operation. 

Currently, LETS is not likely to be applied to EDL power facilities except for JBIC transmission project, although 

LETS including the Guidelines and Safety Rules already come into effects as the Ministerial Decree. 

 

5-5 Dissemination of LETS to Whole Country (To DOE and EDL)  

Dissemination of LETS is also important issue to be carried out. It is recommended that DOE and EDL take 

action as soon as possible to disseminate LETS across the country. 

5-6 Extension of the Project (To JICA)  

The JBIC project is the first case with which LETS will be applied from the early stage. Both sides reconfirmed 

that STEP2 project would be extended approximately two months in order to support the examination of the 

detailed design regarding the JBIC Project for the construction of transmission lines and substations. 

 

6. Lesson Learned 

6-1 Organizational Establishment Cannot Be an Indicator for the Project Design 

“To establish the Regulatory Unit” is an indicator for the Output of the Project but it was extremely difficult for 
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the Project to deal with such recipient government’s internal matter which involves significant personnel matters. 

Consequently, the Project has wasted so much time and energy to persuade the government and MEM to establish 

the unit through the Project. 

According to the criteria stipulated in the JICA PCM manual, organizational establishment should be defined as 

Important Assumption for the Project not as an indicator. This experience of the Project tells that having 

consultation and recommendation may be appropriate approach for dealing with organizational issues in project 

activities. 

 

6-2 Issuing Certification by Examination 

Examination for the C/Ps and issuing the certification to the qualified C/Ps based on the standard set by an 

examination committee consisting of JICA experts were effective.  

The purpose of the examination was to monitor their achievement through the Project activities. Certificates were 

awarded to those who are qualified to be the LETS trainers. Those examination and award were included in the 

project design from the beginning.  It has become strong incentives for the C/Ps.  

As a result, 23 C/P have successfully certified as qualified LETS trainers who will conduct training for local 

administrator and engineer with confidence and will enhance the training system of the power sector in Lao PDR 

as well. 
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